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★免許証を返納すると公的な本人確認書類がなくなってしまう★

以前は、運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受け
ずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることが主流でし
た。今は、マイナンバーカード制度がスタートし無料で申請できるマイ
ナンバーカードを、運転免許証に代わる公的な本人確認書類としてお
勧めしてます。
マイナンバーカードを、まだ申請していない住民の方は、住民課で申
請のお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にお声がけください。

運転免許証の自主返納

運転免許の有効期限内に自らの意思で運転免許の取消しを申請す
ることで、全ての免許を取り消すことができます。（大型免許と普通免許
を受けている方が、大型免許を取り消しして普通免許のみにするなどの
一部取消しも可能です。）
取消しの申請をした日から自動車などの運転はできなくなり、再度運
転免許を取得する場合には運転免許試験の一部免除はありません。
※自主返納手続きには運転免許証をお持ち下さい。

「運転に自信がなくなった」、「家族から運転が心配と言われた」など、
加齢に伴う身体機能や判断力の低下により、運転に不安を感じる方
などが、自主的に運転免許の取消しを申請することができ、これを運
転免許証の自主返納と言います。


